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化学物質とその環境リスクについての問題は、日常生活における身近な環境問題と

して社会的に関心が高い問題の１つです。

その一方で、化学物質に関して提供される様々な情報は専門的かつ断片的なものが

多いため、専門家以外の方にとって正確に理解することが難しく、誤解に基づく無用

な不安を引き起こしてしまう恐れもあります。

このため、環境省は平成 年度より、(社)環境情報科学センターによる請負事業15
として、様々な分野の専門家からなる作成委員会を設置して、専門的で分かりにくい

化学物質の情報を分かりやすく整理し、専門家以外の方にもよく理解していただける

よう簡潔にまとめた「化学物質ファクトシート」の作成を開始し、この度 物質に20
ついて暫定版を取りまとめました。

この「化学物質ファクトシート（暫定版 」をお読みいただつきましては、皆様に ）

き、御意見・御感想を頂くため、本日より１ヶ月間、本事業の請負先である（社）環

、 。境情報科学センターが ホームページにおいて公開、 いたしますので お知らせします

30今後、皆様からいただいた御意見・御感想を参考に、今回予定している残り約

物質についての作業と併せて見直し等を行い、本年夏を目途に事業の成果として取り

まとめる予定です。取りまとめたものは、 環境省のリスクコミュ環境省資料として、

ニケーションホームページへの掲載、化学物質アドバイザーが参画する場における関

連資料としての配布、その他の様々な化学物質関連の説明会での参考資料としての配

布等により、広く御活用いただけるよう努めます。

なお、この化学物質ファクトシート作成事業は、化学物質を取り扱われる事業者や

消費者といった様々な立場の方々の化学物質や化学品に対する正確な情報の理解を促

進し、化学物質による環境リスクの削減に向けた適切な化学物質管理を進められるよ

う、今後とも継続して実施することとしております。



１．御意見・御感想の募集について

（１）入手方法

(社)環境情報科学センターのホームページ でおhttp://www.prtr-net.jp/factsheet/index.html
読みいただくことができます。また、こちらのホームページで ファイルの形で入手PDF
していただくこともできます。

（２）募集期間

平成 年６月４日（金）～平成 年７月２日（金）16 16

（３）御意見・御感想のお送り先

(社)環境情報科学センターまで、以下のいずれかの方法によりお送り下さい。

郵便 ：〒 東京都千代田区九段南 トゥーラント ビル102-1074 4-7-24 88
03-3234-5407ＦＡＸ ：

E-mail factsheet@ceis.or.jp：

※頂いた御意見に対して個別に御返事はいたしかねますので御了承下さい。

２．本件についてのお問い合わせ先

（１ 「化学物質ファクトシート（暫定版 」への御意見・御感想の御提出に） ）

ついてのお問い合わせ先

(社)環境情報科学センター

： 担当：黒川Tel 03-3265-3916

（２）化学物質ファクトシート作成事業についてのお問い合わせ先

環境省環境保健部環境安全課

： (内線 ) 担当：鈴木Tel 03-3581-3351 6358
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Ⅲ．化学物質ファクトシート個票 

■用途 

ここでは、性状と用途について記載しています。用途は、できる限り使用量の多い用途を

取上げることにしました。しかし量的には少なくても、私たちの生活に身近な用途があれば、

それも記載するようにしています。また他の物質を製造する原料として使用される場合は、

出来上がった物質の用途や特徴も記載しています。 
【参考資料】「14504 の化学商品」(化学工業日報社)、各種工業会のホームページ、「化学工

業年鑑」(化学工業日報社)など 

■排出 

2002 年度（平成 14 年度）PRTR 集計結果をもとに、環境中への排出量、主な排出源、主

な排出先（大気、公共用水域、土壌、埋立）について記載しています。より詳細な排出状況

については環境省の PRTR のページをご参照ください。  

■環境中での動き 

環境中に排出された後の化学物質の動きや主に存在する媒体、環境中での消失過程などに

ついて記載しています。 
 【参考資料】「Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals」

（P.H.Howard）、「化学物質の環境リスク評価」（環境省）、「既存化学物質安全性評価シー

ト」（（財）化学物質評価研究機構）など 

■健康影響 

 毒性 
各種環境基準等の設定根拠となっている毒性や PRTR 対象物質選定の際に選定理由とな

った慢性毒性を中心に、人の健康への有害性について記載しています。急性毒性については、

私たちの日常生活で起こることが想定できる場合についてのみ記載しています。 
【参考資料】「水道水質基準設定根拠資料」（厚生労働省）、「水質環境基準設定根拠資料」（環

境省）、「大気環境基準設定根拠資料」（環境省）、「室内空気濃度指針値設定根拠資料」（厚

生労働省）、「既存化学物質安全性評価シート」（（財）化学物質評価研究機構）など 

 体内への吸収 
人の体内に主にどのような経路で取り込まれ、その後体内でどのように変化し排出される

のかについて記載しています。 
【参考資料】「Environmental Health Criteria」(IPCS)、「既存化学物質安全性評価シート」

（（財）化学物質評価研究機構）など 

影響 
現状の環境濃度などと、人の健康に影響を与えると考えられる濃度や各種環境基準等を比

較して、人への健康影響について記載しています。 
 【参考資料】「有害大気汚染物質のモニタリング調査結果」（環境省）、「公共用水域水質測定
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結果」（環境省）、「地下水質測定結果」（環境省）、「化学物質と環境（黒本）」（環境省）、

「室内空気中の化学物質濃度の実態調査」（国土交通省）など 

■生態影響 

現状の環境濃度と、水生生物保全の観点から定められた水質目標値や水生生物における

PNEC(予測無影響濃度)などと比較して、水生生物への影響について記載しています。 
 【参考資料】「化学物質の環境リスク評価」（環境省）など 

■一覧表 

物質の基本的な情報を「性状」「生産量（2002 年）」「排出量（2002 年度）」「PRTR 対象選

定理由」「環境データ」「リスク評価値」「適用法令等」の各項目にわたって一覧表にしました。 
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１．トルエン 

別名：フェニルメタン、メチルベンゼン       構造式： 

PRTR 政令番号：1-227 

CAS 番号：108-88-3 

 

 

トルエンは、さまざまな化学物質を合成する基礎原料としての用途が多い物質ですが、家庭用品の中

にも油性塗料や接着剤などに溶剤として含まれています。2002 年度の PRTR データでは、環境中への

排出量は約 28 万トンで、もっとも排出量が多い化学物質でした。事業所のほか、車の排気ガスに含ま

れて排出されたもので、空気中に排出されました。トルエンは、シンナー（うすめ液）の主な成分で、シン

ナーを取り込むことによって起こるシンナー中毒の原因物質であり、中枢神経へ影響を与えます。 

■用途 
トルエンの用途でもっとも多いのは、多種多様な化学物質を合成する基礎原料です。トルエン

からはトリレンジイソシアネート（ポリウレタンの原料）、フェノール（染料や農薬などの原料）、

クレゾールなどが合成されたり、化学原料としての需要が多いベンゼンやキシレンに変換してか

ら化学原料として用いられる場合もあります 1)。 
ガソリンにはもともと微量のトルエンが混じっていますが、性能を高めるプレミアムガソリン

は、トルエンをさらに添加してつくります。このガソリンへの添加が二番目に多い用途です。 
また、トルエンは水に溶けにくく、油などを溶かす性質をもつため、油性塗料や印刷インキ、

油性接着剤などの溶剤として幅広く使用されています。同じような性質をもつベンゼンに比べて

毒性が低く、安価なことから、接着剤や塗料のうすめ液などに使用されるシンナーの主成分とし

て広く用いられています。身のまわりにも、油性のペンキ、ニス・ラッカー、マニキュアなど、

トルエンを含む製品があります。 

■排出 
2002 年度の PRTR データによれば、トルエンはもっとも排出量の多い化学物質で、約 28 万ト

ンが環境中へ排出されたと見積もられています。そのほとんどは、印刷インキ、塗料や接着剤を

使う工場や建設現場から空気中に排出されたものでした。このほか、自動車やオートバイの排気

ガスに含まれたり、家庭でトルエンを含んだ製品を使用する際などにも空気中にトルエンが排出

されます。 

■環境中での動き 
ほとんどが空気中に排出され、常温で揮発性があり、水からも容易に揮発するため、環境中へ

排出されたトルエンは、大部分が空気中に存在すると考えられます 2)。空気中に排出されたトル

エンは化学反応によって分解され、1～3 日で半分の濃度になるとされています 3)。水中に入った

トルエンは、空気中への揮発あるいは微生物による分解によって失われ、数日でその濃度は半分

になるとされています４）。 
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土壌に入ると微生物によって分解されますが、土壌の深い層や地下水に侵入すると容易には揮

発されず、分解も遅いため、長い間地下水を汚染する可能性があります。 

■健康影響 

毒 性 トルエンには薬物依存性があり、トルエンそのものを、そのまま長期間にわたって人体

に取り込むと、視野狭さく、眼のふるえや難聴、運動失調、記憶喪失などの中枢神経機能の障害

が慢性化します 3)。シンナーはトルエンを主成分としているので、いわゆるシンナー中毒がこれ

にあたります。水質汚濁要監視項目の指針値は、マウスにおける強制経口投与試験における

LOAEL(最小無毒性量)を根拠として設定されています 5）。 

また、トルエンはシックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではト

ルエンの室内空気濃度の指針値を 0.26 mg/m3（0.07ppm）と定めています 6)。これは人が呼吸によ

ってトルエンを取り込んだときに起こる神経行動機能及び生殖・発生への影響を根拠にしていま

す 6)。 

トルエンは空気より重いため、屋内では床にたまりやすくなります。掃除用洗剤の溶剤にトル

エンを含んでいる製品があり、家庭でこれを用いて浴槽に頭を入れて清掃している際に、底にた

まったトルエンで気分が悪くなる例もあります。室内で、トルエンを含む塗料や接着剤、掃除用

洗剤などを使用する場合は換気が必要です。 

体内への吸収 人は主に呼吸によって空気中のトルエンを体内に取り込みます。体内に入ったト

ルエンは代謝され、尿に含まれて排せつされますが、ベンゼンなどの他の有機溶剤と一緒に体内

に取り込むと、代謝は遅れます 3)。 

影 響 国土交通省による新築 1 年以内の住宅を対象とした実態調査によると、室内空気濃度の

指針値を超えた住宅の割合は 2000 年度には 13.6％ありましたが、年々減っています 7)。屋外空気

の場合、現在の環境濃度は室内空気濃度の指針値より十分に低く、健康への影響はないと考えら

れます。河川や湖沼、海域や地下水の濃度は、これまでに水質汚濁要監視項目の指針値を超える

ものは見つかっていませんが、過去にガソリンによる地下水汚染現場では指針値をはるかに超え

る濃度のものが検出された例がありました。 

■生態影響 
環境省の初期リスク評価では、水生生物における PNEC（予測無影響濃度）を 0.012 mg/L とし

ています２)。現在の環境濃度では、生物への影響はないと考えられます。 

 

性 状 常温で無色の液体  蒸発しやすく、シンナーのような臭いがして引火性 

生産量 8) 

(2002 年) 

国内生産量：約 1,548,000 トン 

輸入量：約 37,000 トン 輸出量：約 94,000 トン 

国内排出量：約 280,000 トン 廃棄物への移動：約 47,000 トン 

排出源の内訳（％） 排出先の内訳（％） 届出排出量構成比（上位 5業種、％）

事業所(届出) 44 大気 100 出版・印刷・同関連産業 17

排出量 

(2002 年度 

PRTR データ) 

事業所(届出外) 36 公共用水域 0 プラスチック製品製造業 15
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非対象業種 7 土壌 0 輸送用機械器具製造業 14

移動体 14 埋立 0 パルプ・紙・紙加工品製造業 13

 

家庭 0 (届出以外の排出量も含む) 化学工業 9

PRTR 対象 

選定理由 

生態毒性（2） 

環境データ 

 

 

 

 

・大気における検出状況（1999 年度）9 )：検出数 42/42、検出濃度 0.0011～0.085 mg/m3

・室内空気濃度指針値超過（2002 年度）7)：夏期 67/1,390 戸、冬期 2/118 戸      

・水道水質基準目標値超過(2000 年度)10)：原水 0/1,397 

・水質汚濁要監視項目指針値超過： 

公共用水域(2002 年度) 11)；河川 0/751、湖沼 0/33、海域 0/135 

地下水 (2002 年度) 12)；0/399 

・水質における検出状況（1986 年度）9)： 

検出数 29/91、最大濃度 0.0027 mg/L（検出限界値 0.00003 mg/L） 

リスク評価値 ・健康影響 10)：耐容１日摂取量（TDI） 0.0892 mg/kg/day 

・生態毒性 2)：予測無影響濃度（PNEC） 0.012 mg/L 

適用法令等 

 

・室内空気汚染に係るガイドライン：室内空気濃度指針値 0.26 mg/m3（0.07ppm） 

・水道法：水道水質基準目標値 0.2 mg/L 以下（水質管理目標設定項目） 

・水質汚濁要監視項目：指針値 0.6 mg/L 以下 

・悪臭防止法：特定悪臭物質規制基準 37～223 mg/m3（10～60ppm） 

・海洋汚染防止法：有害液体物質 C 類 

・労働安全衛生法：管理濃度 188 mg/m3 (50ppm) 

注）排出量の内訳で「－」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。 
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